




休眠預金活用事業 事業計画書 【2024年度通常枠】 ※採択された後の資金提供契約書別紙１の対象は、事業計画書の冒頭から「Ⅱ．事業概要」までとします。

基本情報

優先的に解決すべき社会の諸課題

○ (1) 子ども及び若者の支援に係る活動
① 経済的困窮など、家庭内に課題を抱える子どもの支援
② 日常生活や成長に困難を抱える子どもと若者の育成支援

○ ③ 社会課題の解決を担う若者の能力開発支援
⑨ その他

(2)日常生活又は社会生活を営む上での困難を有する者の支援に係る活動
④ 働くことが困難な人への支援
⑤ 孤独・孤立や社会的差別の解消に向けた支援
⑥女性の経済的自立への支援
⑨ その他

(3)地域社会における活力の低下その他の社会的に困難な状況に直面している地域の支援に係る活動
⑦ 地域の働く場づくりや地域活性化などの課題解決に向けた取組の支援
⑧ 安心・安全に暮らせるコミュニティづくりへの支援
⑨ その他

事業の種類4

領域／分野

その他の解決すべき社会の課題

事業の種類2 ①ｰ1全国ブロック
事業の種類3

事業の種類1 ①草の根活動支援事業
公益財団法人国策研究会・一般社団法人世界のための日本のこころセンター コンソーシアムの有無 あり

申請団体 資金分配団体
資金分配団体 事業名（主） 「日本再生てらこや」の全国への普及

事業名（副） てらこや価値の再興で若者の成長を支える国民運動
団体名

必須

任意

申請時入力不要



SDGsとの関連

Ⅰ.団体の社会的役割
(1)団体の目的 271/200字

(2)団体の概要・活動・業務 226/200字

国策研究会の目的は、民主主義の原則にしたがい、いかなる政党および団体にも所属しない自主独立の立場において、内外の重要諸政策に関する総合的調査研究を行い、会員相互の親睦と協力のも
とに公明適正なる政治・経済上の国民的指導方針の確立に努めること。世界のための日本のこころセンターの目的は、日本が長い歴史の中で培ってきた「こころの文化」が、これからの日本社会、
さらには人類社会を構築していく希望のビジョンにつながるものであることについて、国内外の各層の人達と意見交換を行いつつ学び合う機会を整備し、もって、今後の日本と世界の持続的発展に
寄与すること。

国策研究会の主要業務は、会員懇談会、講習会等の開催、内外重要問題に関する情報ならびに資料の提供、機関誌および各種調査研究の発刊等。世界のための日本のこころセンターの主要業務は、
①日本型リベラルアーツによる次世代リーダーの養成のためのオンライン塾（自啓共創塾）の運営、②現地・現物の現実に五感で触れる体験を参加者同士や地域の協力者と共有する中で、「感じる
力」「気づく力」を高め、人間力を育む五感塾研修、③その他「日本のこころを学び合う」イベントや講演等。

ゴール ターゲット 関連性の説明
_4.質の高い教育をみんなに 4.7   2030年までに、持続可能な開発のための教育及び持続

可能なライフスタイル、人権、男女の平等、平和及び非暴力
的文化の推進、グローバル・シチズンシップ、文化多様性と
文化の持続可能な開発への貢献の理解の教育を通して、全て
の学習者が、持続可能な開発を促進するために必要な知識及
び技能を習得できるようにする。

持続可能なライフスタイルを確立するためには、専門智だけでなく統合智を獲得することが不可欠であ
り、知識や論理での学力（非認知能力）だけでなく、人間性や真の人間力（非認知能力）の獲得のため
の教育が不可欠と考えられます。申請事業は、このような社会課題の解決をターゲットにするものであ
ります。



Ⅱ.事業概要

(終了)

事業概要

457/600字

最終受益者 暗記型のペーパーテストで学ぶ学力（認知能力）を超えて、人間性、人格、
生きがい、感性、身体智、徳性等（学校では学べない非認知能力）を高めた
いと希望する、こどもと親（家族）、地域社会の方々

(人数)

「日本再生てらこや」とは、＜1＞ こども中心の主体的な学びの仕組みをもつ＜2＞ こども・親・社会の三者が可能な限り参加者となる＜3＞ 祖先から未来の子孫につ
ながる縦の絆に気づく学びの場である という3要素を踏まえたてらこや活動です。子どもたちや学生たちを「起点」とし、同心円状に大人たちの輪が拡がっていく
ことで、世代・地域・職業などで多様な人々がつながりながら、地域内外の関係人口の拡がりを生み出していく、新しい視点をもった自治システムの創出と次世代人
材の育成につながる日本社会の実現をめざします。この「日本再生てらこや」の活動は、高齢者や若い世代も含むボランティアで実施されています。てらこやの場所
の確保、人的運営の在り方、実際のプログラムの作成と実施、その他の点で困難な課題も多く、新しい日本社会実現のニーズを満たすためには、各団体がネットワー
クで情報を共有しつつ、互いに協力し、金銭的課題や非金銭的課題を克服し、求められる社会課題を解決するため全国各地に同様のてらこや活動を普及・拡大してい
く必要があります。

本事業における、不動産（土地・建物）購入の有無
※助成金で土地の購入はできません。建物の購入（建物新
築含む）は原則できません。自己資金等で購入する場合は
認められます。詳しくは公募要領をご確認ください。

なし

直接的対象グループ 日本再生てらこや全国ネットワークへの参加団体、参加希望団体
https://www.nihonsaisei-terakoya.org/index.html

(人数)

実施時期

(開始) 2025/4/1 2028/3/1 対象地域

全国
国外活動の有無 － 資金提供契約締結日 採択後の契約時に用いる欄です



Ⅲ.事業の背景・課題
(1)社会課題 515/1000字

(2)課題に対する行政等による既存の取組み状況 257/200字

(3)課題に対する申請団体の既存の取組状況 280/200字

(4)休眠預金等交付金に係わる資金の活用により本事業を実施する意義 277/200字

Ⅳ.事業設計
(1)中長期アウトカム

教育を提供する側の行政を含めた官・民の関係者が社会の隅々まで縦割りで、複雑で巨大な構造となり、それぞれが既得権社会になっていること等の要因で、政治や行政だけでは教育環境の改革が
進まない状況となっています。初等教育の内容が画一的で多くの子供たちが不登校になっている最近の事態は極めて深刻です。例えば、ペーパーテストで高得点をとる学力だけで評価される多くの
国立難関大学の入試が変わらず、高校以前の教育が受験のための学力の向上だけに向かうこととなり、人間性や人間力等非認知能力を養う環境がきわめて乏くなっている状況です。

（１）4年前から、日本型リベラルアーツによる次世代リーダーの養成のためのオンライン塾（自啓共創塾）を運営し、毎年４０人前後とこれまで累計１００名強の卒塾生を輩出して、現在四期目
の塾を開催中です。（２）昨年から、自啓共創塾（15歳以上の学生と社会人による年長組てらこやと位置付けられます）の延長線上で、15歳未満の子供と親も対象とする「日本再生てらこや」の
活動団体と共同で「日本再生てらこや・全国ネットワーク」を立ち上げ、HPを作成して活動の全国展開を開始しています。（３）現在さらに、大学入試改革の国民運動の実施に向けて発起人に加
わりその準備に参画しています。

社会環境の変化や核家族化のため孤立しがちになっている若い世代の親とこどもや地域社会の人々が、一緒に学び合って前向きに生きる力を獲得し、また世界・人類の明るい未来のため、自由での
びやかなゆるぎない心で日本ならではの貢献をしていける次世代リーダーの人づくりのため、「日本再生てらこや・全国ネットワーク」に集まる「日本再生てらこや」の各団体の活動を支援し、子
供たちや子育て世代の大人に対する学びの場が、効果を挙げてその目的を達成すると共に、子供の個々の特性に応じた成長を支援する教育環境の提供を促進するこの活動が日本全国に広がるように
応援をしていくことです。

３年間で４７都道府県に「日本再生てらこや」が普及することを目指し、参加団体数（現在4０前後）を５倍前後に大幅に拡大し、各団体の活動が、本事業の資金支援と非資金的支援の実施によ
り、地域や社会のニーズにあった非認知能力（人間性や人間力等）を備えた人材を多数輩出し、日本社会の人づくり環境が抜本的に改善される事態が明確に見通される状況となることが期待されま
す。この事業と並行して開始される「教育改革国民運動（当面緊急課題として大学入試における「面接」必須化をテーマ）」により、大学が「研究」ばかりでなく現状以上に人材を育成する「教
育」を重視し、ペーパーテストで判定する認知能力だけでなく、表層的な規準化が難しい非認知能力を「面接」で評価することが急速に進むことになれば、高校以下の学校教育や幼児教育のあり方
が受験技術一辺倒から解放されます。学校教育のシステムではすぐにこの事態への対応が難しく、「日本再生てらこや」による学校教育等を保管する社会的な取り組みが急がれる事態になります。

最近の教育環境、社会環境の変化から、産業人も含め大人から子供まで、お金と物だけで回る価値観の中で呻吟しています。「世のため人のため」というこれまでの日本で重要とされた考えより
も、「今だけ、金だけ、自分だけ」という価値観が拡大しすぎてしまったため、社会に不安が広がり、世界や社会に貢献しようとする次世代人材が育ちにくい環境となっています。これは全国的な
現象ですが、とくに経済的競争の激しい大都会では、核家族化等の家庭環境もあって、子供たちは受験勉強に追われ厳しく暗い時代を過ごさざるを得ません。このような状況となった背景には、保
護者や社会人の価値観の太宗が、金と物の世界で成功することだけになってしまっていることがあります。世界的に見ても、今日の日本の若者は押しなべて自己肯定感、自己効力感が乏しく、自信
をもって将来に立ち向かう「こころの基軸」が十分形成されていない状況にあります。シンギュラリティ的に変化する世界や社会の流れに対応できる日本の次世代リーダーの育成には、テストで評
価される「認知能力」を超えて、物事に対する考え方、取り組む姿勢、行動など、日常生活・社会活動において決定的に重要となる「非認知能力」の養成が不可欠です。







Ⅷ.実行団体の募集

158/200字

7/200字

86/200字

Ⅸ.事業実施体制
156/200字

名

名
47/200字

(3)ガバナンス・
コンプライアンス体制

JANPIAのご指導により、規定類を整備し、ガバナンス・コンプライアンス体制を整えて参ります。

(4)コンソーシアム利用有無 あり

名

新規採用人数
(予定も含む)

2
予定なし(左記メンバーは全員本
事業専従予定)

既存PO人数 1 予定あり(詳細は右記のとおり)
国策研究会の他事業との兼務想定

(4)案件発掘の工夫

記者発表による広報、「日本再生てらこや・全国ネットワーク」HPによる広報、教育改革国民運動の推進委員（賛同者）のネットワークでの案件発掘、地方自治体へ
の広報を通じた案件発掘

(1)事業実施体制、メンバー
構成と各メンバーの役割

公益財団法人国策研究会の理事長、「日本再生てらこや・全国ネットワーク」の事務局長である会員、事務局長、事務職員が、一般業務と兼務で対応、専任者の新規
採用を行う。同時にコンソーシアムで協力する一般社団法人の代表理事、「日本再生てらこや・全国ネットワーク」の共同事務局長、事務局員が兼務で対応、専任の
新規採用も行う。

(2)本事業のプログラム・オ
フィサーの配置予定

※資金分配団体用

人数 内訳 他事業との兼務 左記で「(兼務)予定あり」の場合、業務比率想定を記載

3

(1)採択予定実行団体数 50

(2)実行団体のイメージ

日本再生てらこや全国ネットワークに参加している団体と今後新規に募集する同ネットワークへの参加予定団体から申請を受付、審査委員会により50団体を実行団体
として採択する。審査基準は「日本再生てらこや」の三要件を満たすこと、その事業内容が、運営体制、プログラム内容、参加塾生数（親と子）が一定の要件を満た
すこと等とします。

(3)1実行団体当り助成金額

一団体20万円



 

資金計画書 バージョン
（契約締結・更新回数）

1

資金分配団体
2025/05/01 2027/04/30

事業名

団体名

事業名
団体名

プログラムオフィサー関連経費
評価関連経費

合計

申請団体
事業期間

資金分配団体

実行団体

事業費

資金分配団体用

実行団体への助成

実行団体用

管理的経費

72,300,000

「日本再生てらこや」の全国への普及

公益財団法人国策研究会・一般社団法人世界のための日本の
こころセンター															

2,300,000

助成金

46,000,000

39,100,000
6,900,000

2,300,000
0

24,000,000

～



 

資金計画書資料　①助成概要

1. 事業費 [円]
2024年度 2025年度 2026年度 2027年度 合計

0 10,000,000 16,000,000 20,000,000 46,000,000
8,500,000 13,600,000 17,000,000 39,100,000

0 1,500,000 2,400,000 3,000,000 6,900,000

2. プログラム・オフィサー関連経費 [円]
2024年度 2025年度 2026年度 2027年度 合計

0 8,000,000 8,000,000 8,000,000 24,000,000
0 0 0 0 0
0 8,000,000 8,000,000 8,000,000 24,000,000

3. 評価関連経費 [円]
2024年度 2025年度 2026年度 2027年度 合計

0 500,000 800,000 1,000,000 2,300,000
0 500,000 800,000 1,000,000 2,300,000

0

4. 合計 [円]
2024年度 2025年度 2026年度 2027年度 合計

0 18,500,000 24,800,000 29,000,000 72,300,000

実行団体への助成
－

事業費 (A)

評価関連経費 (C)
資金分配団体用

助成金計(A+B+C)

その他経費

管理的経費

プログラム・オフィサー関連経費 (B)

実行団体用

プログラム・オフィサー人件費等



 

資金計画書資料　②自己資金・民間資金

(1)事業費の補助率

助成期間合計 100.0% FALSE

【参考】年度別の助成金による補助率(A/(A+D))
2024年度 2025年度 2026年度 2027年度

補助率 100% 100% 100%
0 0 0 0

(2)自己資金・民間資金からの支出予定
自己資金・民間資金からの支出予定について、調達予定額、調達方法、調達確度等を記載してください。

年度 予定額[円] 調達方法 調達確度

特例申請対象

特例申請について
事業費のうち自己資金・民間資金による負担を20%未満とすることを申請する場合は「自己資金に関する申請書」に理由等を明示してください。
特例申請が認められた場合でも、複数年度の事業では、最終年度の補助率は 80％以下とします。

自己資金・民間資金
合計 (D)

0

説明（調達元、使途等）

助成金による補助率
(A/(A+D))





  
(1)団体組織情報

(2)代表者情報

(3)役員

(4)職員・従業員

都道府県 東京都
市区町村 中央区
番地等 日本橋1-17-4 永田ビル5階

団体情報入力シート

団体名 国策研究会
郵便番号 103-0027

団体種別法人格 公益財団法人 資金分配団体/活動支援団体

設立年月日 1933/10/01
法人格取得年月日 1950/04/01

電話番号 03-6262-5771

WEBサイト(URL)

団体WEBサイト http://www.kokusaku.or.jp

その他のWEBサイト
(SNS等)

代表者(1) 氏名 土居 征夫
役職 理事長

フリガナ ドイ ユキオ

氏名
役職

役員数［人］ 30

代表者(2)
フリガナ

理事・取締役数［人］ 15
評議員［人］ 13
監事/監査役・会計参与数［人］ 2

上記監事等のうち、公認会計士または税理士数［人］ 1

非常勤職員・従業員数［人］ 0
有給［人］ 0
無給［人］ 0

職員・従業員数［人］ 3
常勤職員・従業員数［人］ 3

有給［人］ 3
無給［人］ 0

事務局体制の備考





(12))休眠預金事業の採択実績または申請中・申請予定

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

番号

対象 申請
左記で実行団体・支援対象団体として申請中・申請予定又は採択された
場合

年度 事業 種別・状況
申請中・申請予定又は採択された
資金分配団体又は活動支援団体名

申請中・申請予定又は採択された
事業名



  
(1)団体組織情報

(2)代表者情報

(3)役員

(4)職員・従業員

団体情報入力シート

法人格 団体種別 一般社団法人 資金分配団体/活動支援団体

団体名 一般社団法人世界のための日本のこころセンター
郵便番号 231-0023
都道府県 神奈川県
市区町村 横浜市中区山下町
番地等 98－810
電話番号 090-8101-9617

団体WEBサイト https://www.jpkokoro.com/

設立年月日 2019/2/1
法人格取得年月日

WEBサイト(URL) その他のWEBサイト
(SNS等)

フリガナ イノウエジュンヤ
氏名 井上淳也
役職 代表理事
フリガナ ドイユクオ

代表者(1)

氏名 土居征夫
役職 代表理事

役員数［人］ 5
理事・取締役数［人］ 4
評議員［人］

代表者(2)

監事/監査役・会計参与数［人］ 1
上記監事等のうち、公認会計士または税理士数［人］ 1

職員・従業員数［人］ 2
常勤職員・従業員数［人］ 0

有給［人］
無給［人］

非常勤職員・従業員数［人］ 2
有給［人］ 2
無給［人］

事務局体制の備考





(12))休眠預金事業の採択実績または申請中・申請予定

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

対象 申請
左記で実行団体・支援対象団体として申請中・申請予定又は採択された
場合

年度 事業 種別・状況
申請中・申請予定又は採択された
資金分配団体又は活動支援団体名

申請中・申請予定又は採択された
事業名

番号



佐久間 玲子
役員名簿の非公開



2023/11/2版

※黄色セルは記入が必要な箇所です。「記入箇所チェック」欄２箇所で、記入漏れがないかご確認をお願いします。

事業名： 「日本再生てらこや」の全国への普及 記入箇所チェック 記入完了

団体名： 公益財団法人国策研究会

過去の採択状況： 通常枠で資金分配団体（またはコンソーシアム構成団体）として採択されていない。

記入完了 記入完了 記入完了

(参考)JANPIAの規
程類

提出時期（選択） 根拠となる規程類、指針等 必須項目の該当箇所
※条項等

. . .

内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

. . .

内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

. . .

内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

⚫ 理事の職務権 . . .

理事の職務権限規程
内定後1週間以内に提
出

⚫ 監事の監査に関する規程 . . .

監事監査規程
内定後1週間以内に提
出

. . .

内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

⚫ 社員総会・評議員会の運営に関する規程

　規程類必須項目確認書（社団・財団・NPO法人等）

提出する規程類（定款・指針・ガイドライン等を含む。以下、「規程類」という。）に以下の必須項目が含まれていることを確認し、本エクセル別シートの「記入例」に倣って該当箇所を記載してください。
過去の採択状況に関係なく、全団体、該当箇所への記載が必要です。

〈注意事項〉
◎規程類を作成する際はJANPIAの規程類を参考にしてください。https://www.janpia.or.jp/about/information/rule.html
◎申請時までに整備が間に合わず後日提出するとした規程類に関しては、助成申請書で誓約いただいているとおり、内定通知後1週間以内にご提出ください。なお、後日提出時において本様式も併せてご提出ください。
◎過去通常枠で資金分配団体（またはコンソーシアム構成団体）として採択されている団体は、「規程類必須項目確認書」の提出のみとし、規程類の提出は不要です。ただし、内容等に変更が生じている場合は該当部分のみ提出をお願いしま
す。
◎以下の必須項目は、公益財団法人、一般財団法人、公益社団法人、一般社団法人、特定非営利活動法人を想定したものです。これ以外の法人については、表を参考に整備してください。なお、ご不明点等はJANPIAへご相談ください。

記入箇所チェック　※3か所とも「記入完了」となるようにしてください。

規程類に含める必須項目

（１）開催時期・頻度

・評議員会規則
・定款

（２）招集権者

（３）招集理由

（４）招集手続

（５）決議事項

（６）決議（過半数か3分の2か）

（７）議事録の作成

（８）特別の利害関係を有する場合の決議からの除外
「評議員会の決議に当たっては、当該決議について特別の利害関係を有する評議員を除いた上で行う」とい
う内容を含んでいること
※社団法人においては、特別利害関係を持つ社員の社員総会への出席ならびに議決権の行使に関する除
外規定は必須としないこととします。

（１）理事の構成
「各理事について、当該理事及びその配偶者又は３親等内の親族等である理事の合計数が、理事の総数の
３分の１を超えないこと」という内容を含んでいること

定款

（２）理事の構成
「他の同一の団体の理事である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数が、理事の総
数の３分の１を超えないこと」という内容を含んでいること

⚫ 理事会の運営に関する規程　※理事会を設置していない場合は不要です。

（１）開催時期・頻度

・定款
・理事会規則

（２）招集権者

（３）招集理由

（４）招集手続

（５）決議事項

（６）決議　（過半数か3分の2か）

（７）議事録の作成

（８）特別の利害関係を有する場合の決議からの除外
「理事会の決議に当たっては、当該決議について特別の利害関係を有する理事を除いた上で行う」という内
容を含んでいること

JANPIAの定款（第29条 理事の職務及び権限）に規定するもののほか理事間の具体的な職務分担が規定さ
れていること

監事の職務及び権限を規定し、その具体的内容を定めていること
※監事を設置していない場合は、社員総会で事業報告、決算について審議した議事録を提出してください

役員及び評議員の報酬
等並びに費用に関する
規程（２）報酬の支払い方法

（１）役員及び評議員（置いている場合にのみ）の報酬の額

⚫ 理事の構成に関する規程　※理事会を設置していない場合は不要です。

⚫ 役員及び評議員の報酬等に関する規程



⚫ 倫理に関する規程 . . .

内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

⚫ 利益相反防止に関する規程 . . .

内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

⚫ コンプライアンスに関する規程 . . .

内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

⚫ 内部通報者保護に関する規程 . . .

内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

⚫ 組織（事務局）に関する規程 . . .

内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

. . .

内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

⚫ 文書管理に関する規程 . . .

内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

⚫ 情報公開に関する規程 . . .

情報公開規程
内定後1週間以内に提
出

⚫ リスク管理に関する規程 . . .

内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

⚫ 経理に関する規程 . . .

内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

（１）基本的人権の尊重

・倫理規程
・ハラスメントの防止に
関する規程

（２）法令遵守（暴力団、反社会的勢力の排除）

（３）私的利益追求の禁止

（４）利益相反等の防止及び開示

（５）特別の利益を与える行為の禁止
「特定の個人又は団体の利益のみの増大を図る活動を行う者に対し、寄附その他の特別の利益を与える行
為を行わない」という内容を含んでいること

（７）情報開示及び説明責任

（８）個人情報の保護

（６）ハラスメントの防止

（１）-1利益相反行為の禁止
「資金分配団体が実行団体を選定、監督するに当たり、資金分配団体と実行団体との間の利益相反を防ぐ
措置」について具体的に示すこと

・倫理規程
・理事会規則
・役員の利益相反禁止
のための自己申告等に
関する規程
・就業規則
・審査会議規則
・専門家会議規則

（１）-2利益相反行為の禁止
「助成事業等を行うにあたり、理事、監事、評議員・社員、職員その他の事業協力団体の関係者に対し、特
別の利益を与えないものである」という内容を含んでいること

（２）自己申告
「役職員に対して、定期的に「利益相反に該当する事項」に関する自己申告をさせた上で、適切な組織にお
いて内容確認を徹底し、迅速な発見及び是正を図る」という内容を含んでいること

（１）コンプライアンス担当組織
実施等を担う部署が設置されていること

コンプライアンス規程

（２）コンプライアンス委員会（外部委員は必須）
「外部の有識者等も参加するコンプライアンス施策の検討等を行う組織及びその下に実施等を担う部署が設
置されている 」という内容を含んでいること

（３）コンプライアンス違反事案
「不正発生時には、原因究明、関係者に対する厳格な処分及び再発防止策を確実に実施し、その内容を公
表する」という内容を含んでいること

（１）ヘルプライン窓口（外部窓口の設置が望ましい）

内部通報（ヘルプライ
ン）規程（２）通報者等への不利益処分の禁止

「公益通報者保護法を踏まえた内部通報制度の整備・運用に関する民間事業者向けガイドライン（平成28
年12月9日消費者庁）」を踏まえた内部通報制度について定めていること

（１）組織（業務の分掌）

事務局規程

（２）職制

（３）職責

（４）事務処理（決裁）

（４）緊急事態対応の手順

（１）基本給、手当、賞与等
給与規程

（２）給与の計算方法・支払方法

（１）決裁手続き

文書管理規程（２）文書の整理、保管

（３）保存期間

⚫ 職員の給与等に関する規程

（１）区分経理

経理規程

（２）会計処理の原則

（３）経理責任者と金銭の出納・保管責任者の峻別

（４）勘定科目及び帳簿

（５）金銭の出納保管

（６）収支予算

（７）決算

以下の１.～４.の書類が情報公開の対象に定められていること
１. 定款
２. 事業計画、収支予算
３. 事業報告、貸借対照表及び損益計算書、財産目録
４. 理事会、社員総会、評議員会の議事録

（１）具体的リスク発生時の対応

リスク管理規程

（２）緊急事態の範囲

（３）緊急事態の対応の方針
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※黄色セルは記入が必要な箇所です。「記入箇所チェック」欄２箇所で、記入漏れがないかご確認をお願いします。

事業名： 「日本再生てらこや」の全国への普及 記入箇所チェック 記入完了

団体名： 一般社団法人世界のための日本のこころセンター

過去の採択状況： 通常枠で資金分配団体（またはコンソーシアム構成団体）として採択されていない。

記入完了 記入完了 記入完了

(参考)JANPIAの規
程類

提出時期（選択） 根拠となる規程類、指針等 必須項目の該当箇所
※条項等

. . .

公募申請時に提出 定款 第15条

公募申請時に提出 定款 第16条

公募申請時に提出 定款 第16条２

公募申請時に提出 定款 第16条２

公募申請時に提出 定款 第19条

公募申請時に提出 定款 第19条２

公募申請時に提出 定款 第20条

社団法人のため提出しな
い

. . .

公募申請時に提出 定款 第21条

公募申請時に提出 定款 第21条

. . .

内定後1週間以内に提
出

公募申請時に提出 定款 第31条

内定後1週間以内に提
出

公募申請時に提出 定款 第31条

公募申請時に提出 定款 第33条

公募申請時に提出 定款 第33条

公募申請時に提出 定款 第3５条

公募申請時に提出 定款 第28条

⚫ 理事の職務権 . . .

理事の職務権限規程
内定後1週間以内に提
出

⚫ 監事の監査に関する規程 . . .

監事監査規程 公募申請時に提出 定款 第24条

. . .

公募申請時に提出 定款 第27条

内定後1週間以内に提
出

・評議員会規則
・定款

定款

・定款
・理事会規則

役員及び評議員の報酬
等並びに費用に関する
規程（２）報酬の支払い方法

（８）特別の利害関係を有する場合の決議からの除外
「理事会の決議に当たっては、当該決議について特別の利害関係を有する理事を除いた上で行う」という内
容を含んでいること

JANPIAの定款（第29条 理事の職務及び権限）に規定するもののほか理事間の具体的な職務分担が規定さ
れていること

監事の職務及び権限を規定し、その具体的内容を定めていること
※監事を設置していない場合は、社員総会で事業報告、決算について審議した議事録を提出してください

⚫ 役員及び評議員の報酬等に関する規程

（１）役員及び評議員（置いている場合にのみ）の報酬の額

（３）招集理由

（４）招集手続

（５）決議事項

（６）決議　（過半数か3分の2か）

（７）議事録の作成

（１）理事の構成
「各理事について、当該理事及びその配偶者又は３親等内の親族等である理事の合計数が、理事の総数の
３分の１を超えないこと」という内容を含んでいること

（２）理事の構成
「他の同一の団体の理事である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数が、理事の総
数の３分の１を超えないこと」という内容を含んでいること

⚫ 理事会の運営に関する規程　※理事会を設置していない場合は不要です。

（１）開催時期・頻度

（２）招集権者

（５）決議事項

（６）決議（過半数か3分の2か）

（７）議事録の作成

（８）特別の利害関係を有する場合の決議からの除外
「評議員会の決議に当たっては、当該決議について特別の利害関係を有する評議員を除いた上で行う」とい
う内容を含んでいること
※社団法人においては、特別利害関係を持つ社員の社員総会への出席ならびに議決権の行使に関する除
外規定は必須としないこととします。

⚫ 理事の構成に関する規程　※理事会を設置していない場合は不要です。

⚫ 社員総会・評議員会の運営に関する規程

（１）開催時期・頻度

（２）招集権者

（３）招集理由

（４）招集手続

　規程類必須項目確認書（社団・財団・NPO法人等）

提出する規程類（定款・指針・ガイドライン等を含む。以下、「規程類」という。）に以下の必須項目が含まれていることを確認し、本エクセル別シートの「記入例」に倣って該当箇所を記載してください。
過去の採択状況に関係なく、全団体、該当箇所への記載が必要です。

〈注意事項〉
◎規程類を作成する際はJANPIAの規程類を参考にしてください。https://www.janpia.or.jp/about/information/rule.html
◎申請時までに整備が間に合わず後日提出するとした規程類に関しては、助成申請書で誓約いただいているとおり、内定通知後1週間以内にご提出ください。なお、後日提出時において本様式も併せてご提出ください。
◎過去通常枠で資金分配団体（またはコンソーシアム構成団体）として採択されている団体は、「規程類必須項目確認書」の提出のみとし、規程類の提出は不要です。ただし、内容等に変更が生じている場合は該当部分のみ提出をお願いしま
す。
◎以下の必須項目は、公益財団法人、一般財団法人、公益社団法人、一般社団法人、特定非営利活動法人を想定したものです。これ以外の法人については、表を参考に整備してください。なお、ご不明点等はJANPIAへご相談ください。

記入箇所チェック　※3か所とも「記入完了」となるようにしてください。

規程類に含める必須項目



⚫ 倫理に関する規程 . . .

内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

⚫ 利益相反防止に関する規程 . . .

内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

⚫ コンプライアンスに関する規程 . . .

内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

⚫ 内部通報者保護に関する規程 . . .

内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

⚫ 組織（事務局）に関する規程 . . .

内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

. . .

内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

⚫ 文書管理に関する規程 . . .

内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

⚫ 情報公開に関する規程 . . .

情報公開規程 公募申請時に提出 定款 第39条２

⚫ リスク管理に関する規程 . . .

内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

⚫ 経理に関する規程 . . .

内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

（３）経理責任者と金銭の出納・保管責任者の峻別

・倫理規程
・ハラスメントの防止に
関する規程

・倫理規程
・理事会規則
・役員の利益相反禁止
のための自己申告等に
関する規程
・就業規則
・審査会議規則
・専門家会議規則

コンプライアンス規程

内部通報（ヘルプライ
ン）規程

事務局規程

給与規程

文書管理規程

リスク管理規程

（３）緊急事態の対応の方針

（４）緊急事態対応の手順

（１）区分経理

（２）文書の整理、保管

（３）保存期間

以下の１.～４.の書類が情報公開の対象に定められていること
１. 定款
２. 事業計画、収支予算
３. 事業報告、貸借対照表及び損益計算書、財産目録
４. 理事会、社員総会、評議員会の議事録

（１）具体的リスク発生時の対応

（２）緊急事態の範囲

経理規程（４）勘定科目及び帳簿

（５）金銭の出納保管

（６）収支予算

（７）決算

（２）会計処理の原則

（４）事務処理（決裁）

⚫ 職員の給与等に関する規程

（１）基本給、手当、賞与等

（２）給与の計算方法・支払方法

（１）決裁手続き

（１）ヘルプライン窓口（外部窓口の設置が望ましい）

（２）通報者等への不利益処分の禁止
「公益通報者保護法を踏まえた内部通報制度の整備・運用に関する民間事業者向けガイドライン（平成28
年12月9日消費者庁）」を踏まえた内部通報制度について定めていること

（１）組織（業務の分掌）

（２）職制

（３）職責

（１）-2利益相反行為の禁止
「助成事業等を行うにあたり、理事、監事、評議員・社員、職員その他の事業協力団体の関係者に対し、特
別の利益を与えないものである」という内容を含んでいること

（２）自己申告
「役職員に対して、定期的に「利益相反に該当する事項」に関する自己申告をさせた上で、適切な組織にお
いて内容確認を徹底し、迅速な発見及び是正を図る」という内容を含んでいること

（１）コンプライアンス担当組織
実施等を担う部署が設置されていること

（２）コンプライアンス委員会（外部委員は必須）
「外部の有識者等も参加するコンプライアンス施策の検討等を行う組織及びその下に実施等を担う部署が設
置されている 」という内容を含んでいること

（３）コンプライアンス違反事案
「不正発生時には、原因究明、関係者に対する厳格な処分及び再発防止策を確実に実施し、その内容を公
表する」という内容を含んでいること

（５）特別の利益を与える行為の禁止
「特定の個人又は団体の利益のみの増大を図る活動を行う者に対し、寄附その他の特別の利益を与える行
為を行わない」という内容を含んでいること

（６）ハラスメントの防止

（７）情報開示及び説明責任

（８）個人情報の保護

（１）-1利益相反行為の禁止
「資金分配団体が実行団体を選定、監督するに当たり、資金分配団体と実行団体との間の利益相反を防ぐ
措置」について具体的に示すこと

（１）基本的人権の尊重

（２）法令遵守（暴力団、反社会的勢力の排除）

（３）私的利益追求の禁止

（４）利益相反等の防止及び開示



















































































































































































１． 収支増減
　（収入計） 4,744,503
　　法人会費 1,000,000
　　個人会費 170,000
　　寄付金 1,000,000
　　事業収入 2,504,700
自啓共創塾会費 1,969,000

書籍代 386,700

栃木五感塾 149,000

解約精算（三井不動産） 69,788
　　利息 15
　（支出計） 6,525,022
　　事務費 138,778
　　消耗品費 710
　　賃借料 1,144,793
　　人件費 1,682,640
　　通信費 229,503
　　会議費 4,122
　　交通費 2,920
　　光熱水道費 13,564
　　印刷費（コピー代） 47,317
書籍製作費 2,592,755
書籍保管料 55,000
諸会費 49,275
サイト運営費 55,068
自啓共創塾経費 374,170
栃木五感塾経費 134,407
　　交際費 0
　　減価償却費 0
　差引収支 (1,780,519)
２． 正味財産増減
　　当期収支 (1,780,519)
　　準備基金(法人化前の現金預金） 209,515
３．期末正味財産 (1,571,004)

                         　2021　正味財産増減計算書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

2021年度



(単位：円）
科目

Ⅰ　資産の部
　１．流動資産
　　　現金預金
　　　流動資産合計
　２．固定資産
　　　敷金
　　　固定資産合計
　　　資産合計
Ⅱ　負債の部
　１．流動負債
　　　未払金
　２．固定負債
　　　借入金
　　　固定負債合計
　　　負債合計
Ⅲ　正味財産の部
　１．正味財産
　負債及び正味財産合計

327,512
1,293,411

0

2,965,899
2,965,899
2,965,899

　　　　　　　　　　2021 貸借対照表                      　　　     

　　2021年度

327,512
327,512

965,899
965,899

1,293,411



　資料ー４

１． 収支増減
　（収入計） 5,678,209
法人会費 1,000,000
個人会費 170,000
寄付金 1,000,000
事業収入 3,506,030
       (自啓共創塾会費) 3,018,500

 　　(相馬五感塾） 224,000

　　(グレンコ氏講演会） 133,010

　 （開成町五感塾） 45,000

       (書籍代) 38,000

　（書籍印税）未収 47,520

雑収入 2,160
利息 19
　（支出計） 5,568,307
借室料 1,067,154
人件費 722,640
自啓共創塾 2,071,224
相馬五感塾 267,663
グレンコ氏講演会 103,015
開成町五感塾 65,924
通信費 24,385
印刷費 431
HP更新費 14,400
諸会費 29,665
文具代 3,410
書籍発送料・保管料　(未払い) 184,720
書籍代 1,013,676
減価償却費 0

0
差引収支 109,902
２． 正味財産増減
　　当期収支 109,902
　　正味財産 101,564
３．期末正味財産 211,466

                         　2022　正味財産増減計算書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

2022年度



　資料ー４

１． 収支増減
　（収入計） 3,165,172
個人会費 170,000
事業収入 2,895,145
       (自啓共創塾会費) 2,194,500

 　　(小田原五感塾） 188,000

　　（日本再生てらこや） 461,125

       (書籍代) 4,000

　（書籍印税）未収 47,520

雑収入 100,000
利息 27
　（支出計） 3,076,498
借室料 89,430
人件費 723,080
自啓共創塾 1,215,173
小田原五感塾 146,912
日本再生てらこや 441,015
運送費 77,750
通信費 370
印刷費 719
交通費 700
諸会費 106,459
文具代 7,170
書籍発送料・保管料　(未払い) 267,720

差引収支 88,674
２． 正味財産増減
　　当期収支 88,674
　　正味財産 3,298,564
３．期末正味財産 3,387,238

                         　2023　正味財産増減計算書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

2023年度



資料ー５
(単位：円）

科目

Ⅰ　資産の部
　１．流動資産
　　　現金預金
　　　書籍 568,428
         書籍印税（未収） 47,520
　　　流動資産合計
　２．固定資産
　　　敷金
　　　固定資産合計
　　　資産合計
Ⅱ　負債の部
　１．流動負債
　　　未払金(書籍発送・保管料）
　　　流動負債合計 184,720
　２．固定負債
　　　借入金
　　　固定負債合計
　　　負債合計
Ⅲ　正味財産の部
　１．期末正味財産
　負債及び正味財産合計

　　　　　　　　　　2022 貸借対照表                      　　　     

　　2022年度

1,780,238

2,396,186

965,899
965,899

3,362,085

211,466
3,362,085

184,720

2,965,899
2,965,899
3,150,619



資料ー５
(単位：円）

科目

Ⅰ　資産の部
　１．流動資産
　　　現金預金
　　　書籍 534,315
         未収入金（書籍印税） 47,520
　　　流動資産合計

　　　資産合計
Ⅱ　負債の部
　１．流動負債
　　　未払金(書籍発送・保管料）
　　　流動負債合計 267,720
　２．固定負債
　　　借入金
　　　固定負債合計
　　　負債合計
Ⅲ　正味財産の部
　１．期末正味財産
　負債及び正味財産合計

　　　　　　　　　　2023 貸借対照表                      　　　     

　　2023年度

3,073,123

3,654,958

3,654,958

3,387,238
3,654,958

267,720

0
0

267,720
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